
 
 
 
 
１ 趣    旨     
  テレビ地上波アナログ放送が、平成２３年 7 月 24 日に終了し、テレビ地上    

波デジタル放送（以下「地デジ放送」という。）移行に伴い、村内の地デジ放

送難視聴地域・世帯解消するために行う事業について補助を行う制度です。 
 
２ 補助対象となる事業  
  麻績村内において、地デジ放送難視聴地域において、団体及び個人等が行

う新設・改良事業です。 
 ＊補助対象外工事  

（１）地デジ放送の県内放送番組以外を送受信するための設備費用 
（２）宅地内の設備工事費用 
（３）宅内の設備工事費用 
（４）施設の用地費、補償費に係る費用 
（５）国又はその他団体等が負担する費用 
（６）著しく高価な設備に係る費用 
（７）その他村長が特に適当でないと認める費用 

 
３ 補 助 金 の 額  

予算の範囲内において、次に定める算式により算出した額です。 
 補助金の額＝補助対象経費－（７，０００円×事業参加者数） 

 
＊ただし、補助金の額は、５０万円×事業参加者数を限度とします。 
＊1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。 

 
４ 補 助 事 業 の 受 付 
  随時受け付けています。 
   ＊ただし、補助金交付申請前に着手した場合は、補助対象にならない場

合がありますので、事前に補助申請をお願いします。 
 
５ 補 助 対 象 期 間  
  平成２1 年 4 月 1 日から平成２４年 3 月３１日まで 
 
 
＊詳細は、麻績村役場村づくり推進課までお問い合わせください。  
   村づくり推進課   電話：０２６３－６７－３００１ 
             Ｅ-mail：hijiri@vill.omi.nagano.jp 
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